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第１章 ＧＡＰとは 

 

 

１．ＧＡＰの基本 

 

 

 ＧＡＰとは、Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅの頭文字を取った

ものです。 

 そのまま訳せば『よい農業の実践』ということです。 

日本国内では、農業生産工程管理とか適正農業規範と呼ばれており、農業生産現場におけ

る継続した改善活動として取組まれています。 

 

 グローバルＧＡＰの目標は『持続可能な農業の実践』であり、そのために農業経営の改善

を進めていくことが必要となります。 

 

 これは、ＰＤＣＡサイクル、つまり 

Ｐ(Ｐｌａｎ=計画作成)→Ｄ(Ｄｏ=実践)→Ｃ(Ｃｈｅｃｋ=点検・評価)→Ａ(Ａｃｔｉｏｎ

=改善)を回していくということであり、経営者も従業員も自分たちの頭で考えて、改善活動

を続けていくことです。 

 グローバルＧＡＰにおいては、取組むべき事項が管理点として整理されており、審査の

際にはきちんと取組まれているかどうかということの確認が行われていきます。  
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【ＧＡＰの 3本柱】 
 

 グローバルＧＡＰの目標である持続可能な農業の実践 

   ↓（そのために必要なことは） 

 農業経営の改善＝農業経営の中のリスクの低減活動 

   ↓（リスク低減のための管理ポイントは） 

 農業経営の中の主要な管理点は、食品安全、労働安全、環境保全の三本柱 

（これに人権保護を入れて、4 本柱とも言います。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•農産物の微生物による汚染の低減

•残留農薬基準の遵守 等
食品安全

•地下水への影響に配慮した肥料の使用

•農業生産で生じた廃棄物の適正な処理 等環境保全

•農作業中の事故の回避

•熱中症予防の徹底 等
労働安全

食品安全

環境保全労働安全
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隣接圃場へのドリフト予防措置は 

自らが周辺圃場に迷惑をかけないようにするという項目であり、対応していかなければ

いけません。 

 

一方、隣接圃場からのドリフト予防措置は 

逆に周辺圃場からのドリフトへの対応になるので、周辺との連携が必要になってきます。 

後ほど説明しますが、この隣接圃場からのドリフト予防措置はレベルのところで「推奨事

項」と書かれています。 

つまり、義務ではないが取組んでいた方がよいという項目になります。 

 

チェックリスト CB.7.4.1を見てください。 

 

  チェックリスト CB.7.4.1 ＝ ⑩登録された出荷前期間の遵守 

  

 

 

登録された出荷前期間の遵守についても、日本の場合には収穫前何日という形で農薬の

容器のラベルに記載されているので、それをきちんと守ればよいということです。 

その上で、記録をきちんと残しておけば、収穫前期間を守っていることを実証することが

できます。 

  

 

管理点や適合基準については、もちろんそれぞれの国の法律や制度が優先されます。 

 特に、「収穫前日」の考え方については、間違った指導が行われている例が多いので、注

意してください。 

 詳しくは、「法令違反リスク―農薬編―」を参考にしていただければと思います。 

 

 

 

 

 

  

事例 


